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ブレトンウッズ機構と最貧国

植　　松　　忠　　博

はしがき

　現代世界において，約10億人の絶対的貧困層と並んで，経済的にもっとも

困難な状況におかれているのは，三十数ヵ国，3億人にのぼる最貧国（Least

Deve／oped　Countries）の住民である。最貧国問題は近年次第に重要視され

てきており，1981年9月にはパリでUNCTAD主催の最貧国会議も開催され

るに至っている。しかし，他方では，最貧国に対する一般の関心は薄く，最

貧国とその他の諸国との経済格差が拡大しているという現実がある。一般に

貧しい国といえば，熱帯地方の，裸足で歩く未開部族の国というイメージが

強いために，人々の貧しさの原因をその国の内部，その人々自身の中に求め

がちであるが，現在の最貧国のほとんどは，過去に西欧列強による植民地支

配をうけて，国内の人的資源，天然資源，経済的余剰を収奪された国であり，

今日の貧しさは，そうした収奪の歴史的な結果である。しかも現代の先進諸

国が，国内では経済的自由に加えて国民の間の平等を基本目標に掲げ，福祉

社会の建設を追求する一方，国際社会においては，天然資源の供給や製品

の販路をこうした貧しい国に強く依存しながら，国際社会のルールづくり

においては各国間，各国国民間の平等原則を捨てて，もっぱら政治的パワ

ーを基礎とした経済的自由のみを承認しているのは，明らかな矛盾である。

最貧国問題は，単に我々とは別世界の特殊な国の問題としてではなく，先進

諸国による歴史的収奪の帰結であり，相互依存関係の強い現代国際社会にお

ける平等原則の欠落の結果として，理解されなければならない。
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　本稿は，開発途上国のうちの「最貧国」という一つの象徴的な存在にスポ

ットを当てて，現代の支配下経済機構であるブレトンウッズ機構が，最貧国

に対して如何なる政治的配慮を講じているかを検討するものである。最初に

第1節で最貧国の決定過程を追い，その現状を明らかにした後で，第2節で，

GATT，　IMF，世界銀行グルーフ9のそれぞれの政策を検討しよう。

1　最貧国とは何か

1．最貧国の確定

　最貧国とは何かという問いに対する答は，実は容易でない。それは開発

途上国のなかの一国を他の一国より貧しいと判断する明確で客観的な尺度が

存在しないからである。しかし，先進国と開発途上国との間に経済発展の格

差が存在するように，開発途上諸国の間に経済的，社会的格差が存在してい

ることは厳然たる事実であり，実際，開発途上国のなかの最も開発の遅れた

国に対する特別措置の必要性は南北問題を討議する最初の時点から認識され

ていた。例えばプレビッシュは既に，1964年の第1回UNCTAD総会の事務

局長報告のなかで，最貧国に対する特別措置の必要性を開陳している。

　「低開発国のなかの最も開発程度の遅れた国と最も進んだ国との間の生産

力の格差は，低開発国の中の最も進んだ国と工業先進国との間の生産力の格

差よりも遙かに大きい。従って，一般に低開発国に対して特恵を供与するこ

とを正当化するのと同じ考え方によって，低開発国の中でも最も開発程度の

遅れた国に対しては，最も進んだ国に与えるよりも，実質的に大きい特恵を

供与することが必要となろう。（中略）

　しかし，これだけでは十分ではない。最も開発程度の遅れた諸国について

は，国家的及び国際的政策上の特別の目標を設定し，同時に，’これらの目標

を達成するための特別の措置を採ることが必要であろう。こうした措置には，
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かかる諸国にとっての輸出市場の機会を検討し，それによってその輸出を促

進し，これら諸国と最も開発程度の進んだ諸国とのギャップに見合う，より

高い一人当り水準の援助を供与するための，特別の努力が含まれるべきであ
　（1＞

る。」

　ただし，当時は既存の国際経済秩序（ブレトンウッズ体制）に対する開発

途上国の不満が噴出した時代であり，UNCTADも最貧国に対する配慮を払

う余裕はなかったといえるであろう。第1回総会において，開発途上国側は

一部の先進国（フランス，ベルギーなど）の援助格差論に対して，開発途上

国の統一を分断するものとして，これを排斥している。

　最貧国問題は次の第2回UNCTAD総会（1968年）の中で再び取り上げら

れ，最貧国に対する特別措置の必要性を決議24（II）によって確認した。こ

れを基礎にして，その年の国連総会は最貧国問題の検討を公式に国連事務総長

に要請し，事務総長は開発計画委員会（Development　and　Planning　C。mmit．

tee，　DPC）を招集，開発計画委員会は1970年の1月に作業グループをつく

り，翌1971年春に，後発開発途上国（Least　Developed　among　Developing

Countries，　LDDC）に関する考え方を示すとともに，次の3条件をみたす

25ヵ国を特にハードコアの最貧国（hard　c。re　least　developed　c。untries）

　　　　　　　　　　　（2）
としてリストアップした。その3条件とは，

　（1）1968年のドル価格で一人当り国内総生産（GDP）が100ドル以下

　（2）GDPに占める製造業産出額のシェアが10％以下

　（3）15歳以上の，成人識字率が20％以下

これである。この内，一人当りGDPは貧困と全体的な開発程度の指標を示

し，GDPに占める製造業シェアは経済の構造改革の程度を示し，識字率は

（ユ）プレビッシュ〔6〕，邦訳135，137ページ。

（2）　Report　of　the　Committee　for　Development　Planning　on　its　seventh　session

　（E／4990），以下の叙述はこのレポートによる。
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訓練と熟練を積んだ人的資源の規模を示すとされている。

　この時点で上の3条件をみたした国は，

　アフリカではボツワナ，ブルンディ，チャド，ダオメー（現在のベナン），

エチオピア，ギニア，レソト，マラウイ，マリ，ニジェール，ルワンダ，ソ

マリア，スーダン，ウガンダ，タンザニア，オートボルタの16ヵ国，

　アジアではアフガニスタン，ブータン，ラオス，モルジブ，ネパール，シ

ッキム，（北）イエメンの7ヵ国，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛3）
　および南太平洋の西サモア，西インド諸島のハイチの合計25ヵ国であった。

　1971年12月の国連総会は総会決議2768（XXVI）によってこの開発計画委

員会のリストを承認す「るとともに，あわせてリストの定期的な見直しを同

委員会に要請した。これが国連による正式の最貧国確定の瞬間であった。

　その後，この見直し，具体的には3条件の中の第1条件の修正によって，

1975年にはバングラデシュ，中央アフリカ，（南）イエメン，ガンビアの4ヵ

国が，1977年にはカーボベルデとコモロの2ヵ国が，1981年6月にはギニア

ビサウが，最貧国として追加承認され，またこの間シッキムが最貧国から除

外されたため，1981年9月のパリ会議の時点では最貧国は31ヵ国であった。

ちなみにその後1982年12月の国連総会は，第1条件を，「1977～79年ドル価値

で一人当りGDPが285ドル以下」と修正することによって，新たにジブティ，

赤道ギニア，サントメプリンシペ，シエラレオネ，トーゴの5ヵ国を最貧国

として承認し，その結果，現在（1983年12月時点）では最貧国は，アフリカ

が26，アジアが81それに南太平洋の西サモアと西インド諸島のハイチを加

えて，合計36ヵ国に達している。こうした歴史的経緯をみると，最貧国の数

は今後も増加することが予想される。

（3）厳密に言うと，この25ヵ国が上の3条件を完全にみたしているわけではない。GDP

　に関しても，ボーダーラインのケースについては，例えば一人当りGDPが120ドルま

　で認めるとか，統計が不正確であってもハードコアの最貧国として認めている場合が

　ある。ibid，　para．65．
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　後発開発途上国に対する特別措置は，「第二次国連開発の10年のための国

際開発戦略（DDII）」（1970年）で確言忍され，第3回のUNCTAD総会では，決

議62（III）によって，経済・技術援助，技術移転，一次産品協定，一般特恵

供与，開発途上国間協力などの分野における特別措置が確認されている。

　最貧国に類似するものとして，1974年の国連資源特別総会で決定された「石

油危機により最も深刻な影響を受けた国（Most　Seriously　Affected　Coun－

tries，　MSAC）」と，世界銀行の分類による「低所得国（Low　Income　Coun－

tries，　LIC）」とがある。前者は1973～74年の第一次石油危機によって最も

深刻な打撃を受けたと指定された開発途上国であり，当初41ヵ国，現在45ヵ

国存在する。・後者は一人当り所得の低い国であり，1978年の世界開発報告で

は，1976年現在250ドル以下の34ヵ国，1983年目報告では，1981年現在400ド
　　　　　　　　　　　（4＞
ル以下の34ヵ国を指す。いずれもある意味で最も貧しい国であり，本稿の対

象とする最貧国と重複する国も多いので，ここでは分析の視野の外におくが，

　（4）本稿の最貧国をP，MSACをM，低所得国をしで記号化すると，現在これに該当

　　する国は以下のとおりである。

　アジアでは，アフガニスタン（P．M，　L），バングラデシュ（P．　M．　L），どルマ（M．　L），

ブータン（P．L），カンボジア（M．　L），インド（M．　L），ラオス（P．　M．　L），モルジブ（P），

ネパール（P．M．L），パキスタン（M．　L），スリランカ（M．　L），ベトナム（L），中国（L），

南イエメン（P．M），北イエメン（P．M）

　アフリカでは，ベナン（P，M．L），ボツワナ（P），ブルンジ（P，M．L），カメルーン

　（M），カーボベルデ（P．M），中央アフリカ（P．　M．　L），チャド（P．　M，　L），コモロ（P），

ジブチ（P），エジプト（M），赤道ギニア（P），エチオピア（P．M．L），ガーナ（M．　L），

ガンビア（P．M＞，ギニア（P．　M．　L＞，ギニアビサウ（P．　M），象牙海岸（M），ケニア

　（M），レソト（P．M），マダガスカル（M，　L），マラウイ　（P．　L），マリ　（P．　M．L），

モーリタニア（M），モザンビーク（M．L），ニジェール（P．　M．　L），ルワンダ（P．　M．　L），

．サントメプリンシペ（P），セネガル（M），シエラレオネ（P．M．　L），ソマリア（P．　M．　L），

スーダン（P．M．　L），トーゴ（P．　L），ウガンダ（P．　M．　L），タンザニア（P．　M．　L），

オートボルタ（P．M．　L），ザイール（L），

　中南米では，エルサルバドル（M），グァテマラ（M），ガイアナ（M），ハイチ（P．M．L），

ホンジュラス（M），

　大洋洲では，西サモア（P．M＞。
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上記の36ヵ国以外にも同じように貧しい国が存在することを認識することは

必要である。

2．最貧国の現状

　こうして現在では，国連で正式に最貧国と認定された国が，世界に36ヵ国

存在するのであるが，実は，私自身も含めて，最貧国に関する一般の知識は

非常に乏しいのではないかと思う。アジアの最貧国は別として，ボツワナと

かコモロというアフリカの最貧国については，その名を初めて聞かれる読者

もおられるであろう。第1図は，そうした読者と私自身のために，最貧国の

地理的所在を示すものである。これによって，最貧国の大多数がサハラ砂漠

以南の熱帯アフリカ地域に位置するとともに，その他にも，モルジブやコモ

ロのような小さな島喚国，アフガニスタン，ネパール，マラウイのような内

陸国が多数存在することも理解されよう。

　グローバルな規模で最貧国の経済的状況を捉えるために，第！表をみてい

ただきたい。最貧国は36ヵ国で，その人口は約2億9000万人，世界人口45億

の6．5％に当る。70年代の最貧国の人口増加率は2．6％であり途上国全体の平

均増加率に等しく，先進諸国や東欧諸国のそれを遙かに上回っている。

　最貧国2億9000万人の一人当りGDPの水準は1981年に公定為替レート換

算で220ドル，これはアジア社会主義諸国を除く全開発喪E国の970ドルの約

1／4，先進諸国国民の9681ドルの，実に約1／40である。しかもこの一人当

りGDPの成長率は，60年代，70年代を通じて最貧国では0．3％，0．6％であ

ったのに対して，途上国全体では2．9％，3．3％，先進諸国では3．7％，2．5％，

東欧諸国では5．6％，4．4％であって，最貧国とその他の諸国との間で，格差

が拡がっていることがわかる。最貧国問題の重要性はこの格差の拡大にある。

　また最貧国では国内の生活に占める製造業の比率が極端に低く，農業の比

重が高いことが特徴である。表にみられるとおり最近でもGDPに占める製

造業のシェアは9％に過ぎず，農業のそれは47％に達する。労働人口に占め
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第ユ図　最貧国の地理的分布
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第1表　最貧国のマクロ経済指標

最　貧　国 全途上国 先進諸国 東欧社会主義国

国の数 36 28 8

コ口，1981，百万人 290．6 2，280．4 788．8 382．8

人口増加率，1970～80，％ 2．6 2．6 0．8 0．8

一人当りGDP，198ユ，ドル 220 970 9，681 3，963

同上成長率，！970～80，％ 0．6 3．3 2．5 4．4

GDPに占める農業生産シェア，％ 47 17

GDPに占める製造業生産シェア，％ 9 18

労働人口に占める農業労働人口比率，％ 81 58

農業生産 一1．1 0．0

一人当り生産増加率

P970～80，％
食糧生産 一〇．7 0．2

製造業生産 1．4 4．2

一人当り輸出購買力増加率
P970～80（1980ドルターム）

一13．4 1ユ．0

全食糧品（〇＋1＋22÷4） 37．1 31．2

農業原料（2－22－27－28） 14．8 9．7

燃　　料（3） 14．2 7．0輸出内訳

i1980，％） 鉱石，金属（27十28十67十68） 14．3 9．0

製造品（5十6十7十8－67－68） 」　　！7．9 41．4

その他（9） ユ．7 L8

注1．地域分類は，UNCTAD，　Handbook　of　lnternαtionαI　Trαde　and　Developmentによる．

　　　ここではアジア社会主義諸国を除外してある．途上国の数は記載されていない．

　　2．輸出購買力とは，輸出額指数を輸入価格指数でデフレートしたもの．

　　3．輸出内訳はSITC分類による．
出典，UNCTAD　Secretariat，　Basic　Data　on　the　Least　Developed　CQuntries，

　　TD／276／Add．1，1983　より作成．

る農業人口の比率も8割を上回っている。しかもその上，60年代，70年代を通

じて商品作物以外の農業生産が停滞し，とりわけ食糧生産の増加が都市を中

心に急増した人口増加に追い付かなかったために，しばしば大規模な飢謹に

見舞われ，農業国である最貧国が食糧の輸入に頼らざるを得ないという，皮

肉な結果を引き起している。
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　最貧国の輸出は，ほかの開発途上国と比較して，製造品の輸出が少なく，

コーヒー，茶などの食糧品，綿，ジュートなどの農業原料，原油（南イエメ

ン）などの燃料，および鉱石・金属が比較的多いが，70年代には石油の輸入

価格の昂騰が響いて，輸出の購買力が極端に低下した。その結果，輸出が輸

入を大幅に下回り，外国援助がなければ存立できない経済状況に陥っている

といえよう。

　次に，最貧国の実状を第2表によってもう少し個別にみてみよう。

　（1）国民一人当りの所得は，国内にダイアモンドと銅，ニッケルの鉱山

を有し，同時に隣国南ア共和国に出稼ぎにでているボツワナを別とすれば，

ほとんどの国で400ドル以下であり，20ヵ国が300ドルを下回っている。

　（2）国内総生産GDPに占める製造業生産額のシェアは，アフガニスタ

ンなど8ヵ国を除けば，すべて10％以下である。

　（3）平均寿命は，1，2の例外を除いて，50歳に達していない。その主

要な原因の一つとみられる乳児（1歳以下）の死亡率は，ウガンダを例外と

して，すべて10％以上である。ここにはとりあげていないが，世界銀行の『世

界開発報告1983』付表23によれば，5歳以下の幼児の死亡率はほとんど20～

30％であり，なかにはオートボルタ，北イエメン，シエラレオネのように50
　　　　　　　　　（5）
％に達する国もある。

　（4）小学校就学率は国によって相当のバラツキがある。レソトやコモロ

のようにほぼ完全就学の国もあれば，ブータンのように10％台の国もある。

しかし，それにも拘わらず，15歳以上の妻入の識字率は，表にみられるとお

り，レソト，ソマリア，ウガンダ，タンザニアの4つの例外を除いて，すべ

て50％以下であり，10ヵ国近くが20％以下である。

　（5）また『世界開発報告1983』付表24によれば，そこに掲載されている

26の最貧国のうち，1980年時点で，国民一入当り必要カロリーをみたしてい

（5）世界銀行『世界開発報告　1983』，付表23。
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第2表　最貧国の基礎的指標と過去の歴史

一人当り GDPに
閧ﾟる

成　　人 乳　　児

G　D　P 製造業 識字率 死亡．ｦ 過　　去　　の　　歴　　史
1981，㌦

シ　ェ，ア

P981，％
1980‘％ 1981，％

アフガニスタン 238ゆ 20 20 20．5 内陸国，1880英保護領，1919独立

ア
バングラデシュ 118 8 26掌 13．5

1858英領インド，1947東パキスタン州，1971
ﾆ立

ブータン 109 11
｝ 14．8 内陸国，1910英保護領，1947インド保護国

ジ
ラオス 98寧 4掌 44 12．6 内陸国，ユ899仏領インドシナ，1945独立宣言

モルジブ 320亀 4
『 一 島嗅国，1887英保護領，1965独立

ネパール 157 4ゆ 19 14．8 内陸国
ア

南イエメン 347串 14・ 40 14．3

北イエメン 558 6串 21 19．0 同上，1918独立

ベナン 242 5 28 15．2 1904仏領西アフリカ，1960独立

ボツワナ 1204 6
一 『 内陸国，1885英保護領，1966独立

ブルンジ 225 10 25 12．0
内陸国，1885独領東アフリカ，のちベルギー
ﾏ任統治，信託統治をへて，1962独立

カーボベルデ 288 5
一 一 島隣国，1587ポルトガル植民地，1975独立

中央アフリカ 261 14 33 14．6 内野国，19世紀末仏植民地，1960独立

チャド 173 8 15寧 14．6 内陸国，1945仏領赤道アフリカ，1960独立

ア コモロ 285 5
一 一 島喚国，1886までに仏保護領，1975独立

、　“　♂　一

塔tア 476寧 9摩

一 『 1885までに仏植民地，1977独立

赤道ギニア 175剛 5寧

｝ 一

エチオピア 148 10 15 14．5 1936－41伊占領，

フ
ガンビア 388 3

一 一 英仏交互支配ののち1783英植民地，1965独立

ギニア 360 3 20曜 16．3 19世紀末仏植民地，1958独立

ギニァピサワ 268 2
一 一 1879ポルトガル植民地1973独立

レソト 281 5 52 11．3

マラウイ 265 15 25零 16．9 内陸国，1891英保護領，1953中央アフリカ連
M，1964独立リ

マ　リ 194 8 ユ0寧 15．2 内陸国，ユ9世紀末仏植民地，1960独立

ニジェール 354 5 ユ0 　，P4．3 内陸国，1922仏領西アフリカ，1960独立

ルワンダ 251 13 50 13．7 内陸国，ブルンジと同じ経過をへて，1962独立

サントメプリンシペ 579 5
一 ㎜ 島嗅国，1522ポルトガ1レ植民地，1975独立

カ シエラレオネ 378 5 15零 20．5 19世紀末までに英保護領，1961独立

ソマリア 386 6 60． 14．5 19世紀後半英，伊に分割統治，1960合体独立

スーダン 380寧 7廟 32 12．2 1888英エジプト共同統治，1956独立

トーゴ 421 6 18串 10．7
19世紀末独保護領，のち英仏分割統治，1960

ﾆ立
ウガンダ 356寧 4寧 52 9．6 内陸国，1896英保護領，ユ962独立

タンザニア 283 9 79 10．1

オートボルタ 150． 14 5 20．8 内睦国，ユ946仏領西アフリカ，1960独立

中南米 ハイチ 312 18 23 11．2

太平洋 西サモア 623．
一 一 ｝

島喚国，19世紀末独領，ユ919ニュージーラン
h委任統治，1962独立

注　1．＊印のデータは，当該年以外または暫定値である．

出典，一人当りGDPとGDPに占める製造業シェアは第1表と同じ．成人識字率と乳児死亡率
　　は世界銀行『世界開発報告1983』．過去の歴史は共同通信社『世界年鑑』その他により作成。
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る国は，ソマリア，ベナン，スーダン，レソトの4ヵ国だけである。

　「幸福な家庭はみな一様に幸福であるが，不幸せな家族はそれぞれに不幸

せである」というのは，トルストイの『アンナ・カレーニナ』の書き出しで

あるが，これに対して「経済的に豊かな国はみな一様に工業化によって豊か

になったが，経済的に貧しい国はそれぞれ異なった理由によって貧しい」と

いうのが，最貧国論の出発点である。第2表の右欄にそれぞれの国の地理的，

歴史的メモを記している。大半の国が19世紀に西欧列強の植民地に編成され，

その国本来の発展を妨げられてきている。

　また，アフガニスタンをはじめ15の国が内陸国であり，海洋へのアクセス

をもたないと同時に，モルジブなど4ヵ国は逆に海洋の中の小さな島尻国で

あることも注目に値する。

ll　ブレトンウッズ機構

　最貧国問題が表面化したのは60年代後半であるから，当然のことながら，

戦後初期に整備された，GATT，　IMF，　IBRDなどのブレトンウッズ機構の

中には，最貧国への特別措置は考慮されていなかった。しかし，これらの諸

機構も，その後の歴史過程のなかで，開発途上国から激しい批判を浴びて，

協定や機構の一部を変更してきているので，そうした変更がどこまで開発途

上国の，特に最貧国の状況を考慮しているのかを検討しておきたい。

1．　GATT

　第二次大戦後の国際貿易の担当機関としては，当初国際貿易機関（lnter一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
national　Trade　Organization，　ITO）が予定されていた。1948年10月置採

（6）ブレトンウッズ機構の成立過程については，R．　Gardner〔2〕が詳しい。　ITOの

　構想と挫折については，同書，第8章，第14章，第17章をみよ。
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択された「国際貿易機関憲章」は9章からなり，後に「関税と貿易に関する

一般協定（GATT）」として独立した第4章通商政策の他に，完全雇用をめざ

す各国の国内経済拡大政策の推進（第2章），開発途上国特恵関税と戦災国

復興（第3章），国際商品協定の締結（第6章）など，包括的で積極的な国

際貿易体制の構築をめざし，そのための組織として国際貿易機関（ITO）を
　　　　　　（7）
予定していた。IMFやIBRDと同様に，　ITOもまたアメリカ政府が積極的

に計画したものであるが，戦後の保守的な議会の批准が得られず，結局流産

してしまい，第4章のみがGATT協定として残ったのである。

　GATTには3っの原則が存在する。（1）関税の引き下げと輸入数量制限

の撤廃による自由貿易の推進，（2）その：方法としての互恵主義（reciproc－

ity），および（3）特恵関税など貿易差別待遇を否定する無差別主義（最恵

国〔M。st　Favoured　Nation，　MFN〕待遇の供与）。この3原則は，確かに

戦後の国際貿易の飛躍的な拡大に貢献した。しかし，第3表が明らかに示し

ているとおり，貿易拡大の中心は先進諸国であり，途上国や最貧国はその恩

第3表　戦後の各地域の輸出シェアと平均輸出増加率 （単位，％）

1950年 1950～60 1960年 1960～70 1970年 1970～80 1980年

シ　ェ　ア 増加率 シ　ェア 増加率 シ　ェア 増加率 シ　ェア

開発市場経済諸国 52．2 7．ユ 66．8 10．0 71．3 18．9 63．0

ソ連 ・東欧諸国 6．8 10．8 10．1 8．7 9．8 18．1 7．8

アジア社会主義諸国 1．3 10．9 1．6 3．1 0．8 23．1 1．0

開発途上諸国 30．8 3．0 21．5 7．2 17．9 26．1 28．2

主要石油輸出国 7．2 7．3 7．5 7．9 6．7 31．7 16．9

主要製造品輸出国 6．9 一〇．9 3．3 8．2 3．0 24．9 4．2

最貧国 1．5 2．7 1．1 4．5 0．7 13．1 0．4

その他 15．2 1．9 9．8 6．5 7．6 19．6 6．7

全 世　界 100．0 6．4 100．0 9β 100．0 20．4 100．0

出典，UNCTAD，　Handbook　of　lnternαtional　Trαdeαnd　Stαtistics，1983．

　　Table　1．1および1．5より作成．

（7）ITO憲章（ハバナ憲章）は，金田近二編著〔13〕に収録されている。

一82一



ブレトンウッズ機構と最貧国　227

恵に浴することが少なかった。なぜか，それはこれら諸国の輸出競争力が小

さかったこともさることながら，事実上経済力に格差がある先進国と開発途

上国とを対等（無差別）に扱い，貿易拡大に互恵主義を持ち込んだGATT

の原則そのものに欠陥があったというべきであろう。本来輸出競争力が弱い

上に，国際収支の構造的赤字と国内産業育成の必要性を抱えている開発途上

国，とくに貧しい国々にとって，先進国と対等に国内を開放する余裕はない
　　　　　（8＞
からである。

　GATTが無差別原則を修正して開発途上国に対する特別措置を認めたの

は，1965年のGATT第4部「貿易と開発」の追加が最初である。　GATT第

4部は，途上国への配慮を記した第36条「原則と目的」，先進国の協力を求め

る第37条「低開発国のための先進国の協力」，および国際的な協力体制の整

備を求める第38条「低開発国のための共同行動」とからなり，抽象的ながら，

開発途上国の経済開発を優先して，GATT本来の無差別原則を修正すること

を認めている。ただしこの段階では，開発途上国一般について述べられてい

るだけで，開発途上国の中でも特に貧しい国に対する特別優遇措置について
　　　　　　　　　　　　　　（9＞
は，まったく考慮されていない。

　GATTの最大事業である関税の一括引き下げ交渉において，途上国問題

が取り上げられたのは，ケネディラウンド（1964～67年夏が最初であるとい

われている。しかしそこでは途上国への特恵関税が確認されただけで，具体

的な措置はとられていない。これに対して，70年代の東京ラウンド（1973～

79年）では，すでにECや日本が次節で述べる一般特恵関税を実施していた

こともあって，開発途上国問題は重要な議題であった。この交渉をスタート

させた東京宣言のパラグラフ5と6は次のように述べている。

（8）GATTについては，　Dam〔1〕を参照。　GATT協定文は，小田・石本編〔15〕に

収録されている。

（9）Dam〔1〕chapter　14，　Less　Developed　Countries，pp．225－256；小田・石本編

　　〔15〕，348～350ページ。
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　「5．（前略〉　先進国は，貿易交渉にお・いて行なった関税その他，開発途

上国の貿易に対する障害の軽減または廃止に関する約束について，相互主義

を期待しない。（中略）　閣僚はまた，一般特恵関税制度の維持および改善の

重要性を認める。閣僚は，さらに，可能かっ適当な交渉分野において開発途

国に対し異なった措置（differential　measures）を適用することの重要性を

認める。

　　6．閣僚は，後発開発途上国の特殊な状況および問題に特別な考慮が与

えられなければならないことを認め，これらの諸国が交渉において，開発途

上国の利益のためにとられるあらゆる一般的または個々の措置との関係にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛10）
いて，特別な取り扱いを受けることを確保する必要性を確認する。」

　ここには開発途上国一般に対する優遇措置ばかりでなく，GATTの関税交

渉史上初めて，最貧国に対する一層の特別措置の必要性が強調されている。

　それでは東京ラウンドの成果はどうであったか。

　東京ラウンドには99ヵ国（うち最貧国は，バングラデシュ，ベナン，ボツ

ワナ，ブルンジ，ハイチ，マラウイ，マリ，ソマリア，スーダン，タンザニ

ア，ト’一ゴ，ウガンダ，南イエメンの13ヵ国）とECが参加し，全体として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
次のような交渉成果を挙げたといわれている。

　（1）まず鉱工業製品の関税引き下げ交渉では，日本が50％，アメリカが

30％，ECが25％の関税引き下げを承認し，引き下げ後の税率は，有税品の

みの場合に，それぞれ5．5％前後，6％弱，7％強，無税品を含む全品目でそ

れぞれ3％前後，4％強，5％弱に達する。

　（2）農産物の関税引き下げ交渉では，「国際酪農品取極」，「牛肉に関す

る取極」が成立し，その他の個別品目についても二国間の関税引き下げ，非

（10）Moss　and　Winton　compiled〔5〕pp．446～447；および東京ラウンド研究会編

　〔16〕，51ページ。

（11）東京ラウンドの成果については，同上書，第2部「交渉の成果」を参照。
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関税障壁の軽減が合意された。

　（3）さらに非関税障壁の撤廃に関する交渉においては，関税評価の生産

様式の統一，政府調達品の調達方法，補助金と相殺関税の賦課，ダンピング

防止，製品の規格化，民間航空機貿易などについて国際協定が締結された。

　こうして，一般に東京ラウンドは，ケネディラウンドにも劣らない成果

を挙げたと評価されている。しかし，東京ラウンドは最貧国に対する特別措

置の約束をどれほど果したのであろうか。これについて，GATT事務局の評

価は出ていないようであるが，UNCTAD事務局は次のような厳しい評価を
　　　　　（12）

下している。すなわち，東京宣言のパラグラフ6と第4回UNCTAD総会の

確認（決議91（IV），96（IV））によって，最貧国は「多角的貿易交渉（MTN）

の中で，『特別な取り扱いを受ける』原則を実行に移す具体的な措置がとられ

ると期待していた。しかし，こうした約束を具体化する方法と手段を見出す

真面目な努力はみられなかった」。その結果，最貧国の代表は，1978年11月

に，最貧国の輸出を拡大し，多様化するための多角的な共通の努力を，MTN

の終了によって終らせないために，東京宣言の約束に基づいた法的，制度的

基礎を確立するように，統一要求を行なった。にも拘らず，最終文書の中で

は，「最貧国のための特別の宣言に関して一つの協定も締結され」ず，「最貧

国に有利な一般的な約束はフレームワークのテキストによって与えられた約

束に限定されるように見える」と。

　このフレームワークの改善というのは，GATTの中で途上国特恵に，はじ
　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
めて法的根拠が与えられたことを指す。従来は，途上国特恵はGATT第1

条の最恵国待遇の供与（無差別原則）と抵触することから，GATTではこ

（12）以下，このパラグラフは，UNCTAD　Document，Assessment　of　the　Results　of

　the　Multilateral　Trade　Negotiation，　TD／B／778／Rev．　1，　part　2，　chapter　3，

　1982による。

（13＞東京ラウンドにおけるGATTのフレームワーク改正については，東京ラウンド研

　究会編〔16〕，236　一・　238ページ。
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れを第25条の特別手続きによる一時的な義務免除措置（ウェーバー）を使

って切り抜けてきた。実際一般特恵は1971年6月から10年間の暫定措置とさ

れていたのである。東京ラウンドでは，途上国特恵に法的根拠を与えるため

に，これを授権条項（enabling　clause）とし「締約国は，ガット第1条の

規定にかかわらず，（イ）一般特恵制度，（ロ）各コードに定める対開発途上

国特別優遇措置，（ハ）開発途上国間特恵，および（二）後発途上国に供与す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
る優遇措置については，特に有利な待遇を許与することができる」とし，

これによって途上国特恵は，はじめて法的根拠を与えられた。しかしそれは

途上国一般に対してであって，最貧国に対する特別措置ではない。

　こうして，東京ラウンドは，先進諸国をめぐる華々しい交渉の成果と東京

宣言における最貧国への特別措置実現の約束にも拘わらず，結果的には，

GATTの基礎の上に最貧国の貿易を促進するための具体的な制度を何も実現

しなかったのである。

　ITOの挫折の後に生まれたGATTが，開発途上国に対する配慮の欠如を

攻撃され，UNCTADにおける激しい論争ののち途上国一般特恵を実現し，

東京ラウンドにおいては更に進んで途上国の中の最も弱い最貧国にも眼を

向け始めたことは評価してよい。しかし期待されていた東京ラウンドは最貧

国に対する具体的な特別措置を何一つ実現できなかった。さらに一方で，農

産物をその主たる輸出品とする最貧国にとって，国内産業の保護を口実に農

産物輸入を厳しく制限している先進国，新興工業国の壁は厚く，輸出の増加

が思うに任せないという重い現実がある。自由貿易の推進を理念とするGA

TTが，工業品についてはほぼ完全に近い自由貿易を実現しながら，こと農

産物に関しては，各国のエゴイスティックな保護貿易主義の障害を打破でき

ないこともまた事実である。

（14）同上書，237ページ。
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2．　IMF

　それではもう一方の国際通貨基金（IMF）の方はどうか。　IMF協定草案の

作成にあたっては，英米の通貨当局を代表するケインズの国際清算同盟案と

ホワイトの連合国通貨安定基金案予備草案とが激しく対立し，結局アメリカ

の経済的優位が洞察力にみちたケインズの構想を葬り去ったという経緯：があ
　（15）

る。しかし，両者はいずれも，戦間期における国際金本位制再建の失敗とそ

の後の諸列強のエゴイスティックな国際通貨政策を歴史の教訓として構想さ

れたものであり，もしもケインズの国際清算同盟案が採択されていたならば，

現実よりはもっと米ドルの支配から解放された国際通貨体制が実現したでは

あろうが，それが開発途上国，とくに貧しい国々にとって，より好ましいも

のであったかどうかは，疑わしい。

　実現したIMFは，（1）各国の割当額（Quota）に依拠した拠出制の基金

制度，（2）米ドルを中心に決定された平価の相当厳密な（平価の上下1％以

内の）維持，．（3）基礎的不均衡と一時的不均衡とを区別した国際収支不均衡

の調整メカニズム，（4）各国通貨の交換性の実現による為替制限の撤廃と
　　　　　　　　　　　　　　｛16）
を，その主要な柱としている。しかし，例えば，各国の割当額が戦前の一時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
期の国民所得，国際準備，輸出入額を中心に決定され，こうして決められた

（15）IMFの成立過程については，　R．　Gardner〔2〕，第5章，第6章，第13章，第15

　章，および堀江薫雄〔12〕第5章を参照。

（16）IMFの原協定については堀江薫雄〔12〕，改定後の協定については内海孚編著

　　〔19〕を参照。

（17）IMF原協定における各国割当額の算定は次式を基礎にしたといわれている。

　Q＝（O．02　Y　＋O．05　G　＋O．10　M　＋O．10X）　（！＋　Z）

　ここでQは割当額
　　　　Yは1939年の国民所得

　　　　Gは1944年1月1日現在の金および交換可能外国為替保有額

　　　　Mは1934年から1938年までの期間の年平均輸入額

　　　　Xは同期間の最高輸出額

　　　　Zは同期間の年平均輸出額を国民所得で除した係数

　堀江〔12〕，126ページより。
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割当額が，IMFの政策決定上の投票数や，　IMF資金引出し限度額や，のち

のSDR配分の基準となったことからも明らかなとおり，　IMFの制度は当時

の各国の経済力のバランスを基礎に構築されたものであり，そこには開発途

上国や貧しい国々に対する配慮はみられない。

　よく知られているように，60年代に入って，国際通貨情勢は不安定になり，

金プール制の導入（196ユ年），IMF一般借り入れ協定（GAB）の締結（1962

年），金二重価格制の採用（1968年）などの国際的努力にも拘わらず，1971年

8月のニクソン声明によって固定為替相場制は終止符をうち，1973年3月以

降現在まで，変動為替相場制が支配している。またそれを追認する形で1976

年にはIMF協定の大幅な改定がおこなわれた！s）こうした不安定な国際通貨

情勢が貧しい国の通貨当局にとって，国内政策の大きな障害であったことは，

十分推測できる。実際，国際経済における変動相場制の支配以降，最貧国が

様々な方法で自国通貨の安定を模索してきたことは，第2函のような苦心に

みちた為替取極め一つをみても，容易に推測できる。

　最貧国に対するIMFの特別措置はほとんど存在しないのであるが，あえ

て取り上げるとすれば，次の2つであろう。第1はSDRの創設に際して，

最貧国に重点をおくSDRの配分をおこなって，　SDR発行と最貧国への開発

援助とをリンクするSDRリンクであり，第2は，恒常的な国際収支難に苦

しむ最貧国に対する特別融資制度の創設である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
　第1のSDRリンクについては自画において検討した。結論だけをいえば，

SDRはケインズが清算同盟案の中で構想した真の国際通貨バンコール（Ban－

cor）の実現であったにも拘わらず，　SDRの発行量は，既存の国際通貨米ド

ルやポンドの流通量に比較して遙かに少なく，しかもSDRの配分はIMF割

当額に比例してお』こなわれたから，元来IMF割当額の少ない最貧国（IMF

（18）島崎久彌〔20〕第3章，第4章参照。

（19）拙稿〔21〕。
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第2図　各国の為替レート取極（1983．6．30現在）

　　　　　　　　　1．米ドル，36ヵ国（ブルンジ，ジブチ，エチオピア，ハイチ，ラオス，

　　　　　　　　　　　　　　　ルワンダ，スーダン，北イエメン，南イエメン）

　　　　　　　　　2．仏フラン，15ヵ国（ベナン，中央アフリカ，チャド，コモロ，マリ

　　　　　　　　　　　　　　　ニジェール，トーゴ，オートボルタ）
1・adjustable　peg　3。その他5，国（ブ一目・，赤道ギニア，痴ビァ，レソト）

　　　　　　　　　4．SDR，15ヵ国（ギニア，ギニアビサウ，マラウイ，サントメプリ

　　　　　　　　　　　　　　　ンシペ，ソマリア）

　　　　　　　　　5．その他の通貨バスケット，25ヵ国（バングラデシュ，ボツワナ，カ

　　　　　　　　　　　　　　　ーボベルテ，ネパール，タンザニア）

・謂付…一・1！：繍：ll園（アフガニスタン’モルジブ）

　　　　　　　　　1．一一連の指標に調整，4ヵ国國

3．変動相場制　　　　2．その他の管理フロート，22ヵ国（シエラレオネ，西サモア）

　　　　　　　　　3．単独フロート，8ヵ国

劇　1．数字は当該制度採用国の数，括孤内は最貧国の例．

出典，IMF，　Annual　Report，1983，　p．66

割当額の2％前後）にとって，開発援助としては役立たなかった。

　これに対して第2のIMF特別融資制度は，最近では比較的充実してきて

いる。IMFの原協定には国際収支の赤字に対処する方法として，基礎的不均

衡を解決するための平価の切り下げと，一時的な国際収支赤字対応策として

のIMFトランシュの利用が明文化されていたが，　IMFトランシュの利用に

は割当額に応じた枠があり，しかも第2クレジット・トランシュ以上の引出

しには厳しい条件がっけられていたために，一次産品市況の急落による輸

出所得の減少や石油輸入価格の昂騰などによって国際収支難に陥ることの多

かった開発途上国からは，IMFに対する不満が絶えなかった。1963年の輸出

補償：融資以下の特別融資制度はこうした既存の制約を，IMF制度の枠の中で

緩和しようとしたものに他ならない。これには第4表に示すように，大別し
　　　　　　　　（20）

て7種類がある。

（20＞IMFの特別融資制度はA．　W．　Hooke〔7〕において詳しく紹介されている。また

　天野明弘〔11〕は各制度について簡潔な表を掲載している。
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第4表　IMF特別融資制度

設立年
窓煬ｹ

目　　的 利用条件 融資枠

輸出変動補償融

早iCFF）

1963（その後改正）一般資金

一次産品輸出の一時的落

桙ﾝ補償，最近では穀物
A入増も

輸出の落ち込みが一時的

O的要因であることの証
ｾ

割当額の100％まで

緩衝在庫融資
1969　　　㊧

齡ﾊ資金
一次産品国際商品協定の

ﾉ衝在庫基金への拠出

国際商品協定への出資と

総ﾛ収支困難の証明

割当額の50％

　　　　　　「

Iイル
@ファシリティ

1974，1975のみ
Y油国，先進国から借 石油輸入コスト急増の救

ﾏ

経常取引制限の回避，石

罇ﾟ約，代替エネルギー

J発政策提示

割当額の75％（1974），

P25％（ユ975），と石油輸

?Rスト増のいずれか低

｢方

拡大融資（EF）
1974

齡ﾊ資金
経済構造や開発計画など

ｷ期的，巨額の資金援助
長期の資金需要を証明し

ｭ策措置を提示すること

割当額の140％　（一般資

烽ﾆめ合計で165％まで）

補完的融資

iSFF）

1979，一時的

ﾁ盟国とスイスから借

割当額に比べ巨額の国際

緖x難救済

クレジットトランシュの

鼾〟C第1クレジットの
ﾝ1：0．5比率，第2ク
激Wット以上1：1．25比

ｦ，拡大融資の場合1：

Pで14G％
拡大アクセス政

�iEAP）

1981，一時的

rFFと同じ
SFFの後継措置

高次のクレジットトラン

Vュ取決め又は拡大融資

dFと併給

トラスト

@　ファンド

1976

PMF保有金売却

低所得国への援助
1976年融資では1973年一

l当りGNP300SDR
ﾈ下，1978年融資では，

P975年のそれが520ドル

ﾈ下

出典，A．　W．　Hooke，　The　Internαtionαl　Mone　ta　ry　Fund，　IMF　pamphlet　series，　No．37，

　　1982．天野明弘『国際金融論』，第13一・3　一一第13－8表を参考に作成．

　　まず1963年には，輸出所得の一時的な落込みを補償する「輸出変動補償融

資（CoInpensatory　Financin．g　Facility，　CFF）制度」が設立された。こ

れは65年，75年に制度改正が行なわれ，融資条件が緩和されるとともに最近

では穀物輸入の増加によって国際収支難に陥る場合にも適用されるようにな

った。1969年に設立された「緩衝在庫融資制度（Buffer　Stock　Facility，

BSF）」はIMFが認めている砂糖ココア，すずなどの国際商民協定の参加

国に対して緩衝在庫基金への拠出金を援助するものである。次の「オイルフ

ァシリティ（Oil　Facility）」は，その名の示すとお・り，第1次石油危機の際

に，とくに非産油途上国の輸入コストの急増を産油国や先進国からの借り入

れによって救済したものである。「拡大融資（Extended　Facility，　EF）」以

下，「補完的融資制度（Supplementary　Financing　Facility，　SFF）」，「歩
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大アクセス政策（Enlarged　Access　Policy，　EAP）」制度は構造的な国際

収支難に陥っている諸国，とくに開発途上国を救済するための措置であり，

70年代末に次々と設立されていることが注目される。しかし，最貧国にとっ

て特別重要なのは，IMF保有金の売却利益を基礎に創設された「トラストフ

ァンド（Trust　Fund）」であろう。IMF第2次改正のあとIMF理事会は保

有金の約1／3にあたる5000万オンスを売却，そのうち2500万オンスの売却益

をトラストファンドにあてることを決定した。売却益は46億ドルであったが，

そのうち13億ドルは1975年時点の割当額に応じて104の開発途上国に直接に

分配され，残りの33億ドルが，1976年と1978年の2回にわたって，第2表の

条件をみたす43か国および53か国の低所得国に融資された。融資は81年3月

に終了し，第1回の融資総額は8億4100万SDR，第2回のそれは21億SDR
　　　　　　　　　　　（21）
であったといわれている。

　問題はこれら特別融資制度の利用状況であるが，1970年から81年までの12

年間に限って，これら特別融資制度のフロータームの利用額の合計を計算し

たものが第5表である。買い入れ（引出し）総額は413億SDRで，非産油途上

国全体で61．1％にあたる252億SDRを引出しているが，最貧国も5．7％，23．5

億SDRを引出している。項目別では，輸出所得の穀物輸入を合わせた補償

融資68億SDRは，非産油国が91％，62億SDR，最貧国が10％，6．8億SD

Rを引出している。オイルファシリティ69億SDRについては，非産油国が

49％，34億SDR，最貧国が4％，2．8億SDRである。拡大融資（EF）は

すべて非産油国が100％利用してお』り，最貧国は，通常資金で14％，2。8億S

DR，　SFFとの結合で26．9％，2．6億SDR利用している。最後にトラストフ

ァンドについてみると，IMF割当額に応じた金売却の配分では最貧国の比率

は8．4％に過ぎないが，融資制度では19％，5．7億SDRの融資を受けている

ごとがわかる。全体として，輸出所得不足と穀物輸入の補償制度，拡大融資

（21）トラストファンドについては，A．　W．　Hooke〔7〕，　pp．53～54による。
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第5表　IMF特別融資制度の利用状況（1970～81年） （単位，百万SDR，％〉

全世界 非産油
r上国

全世界に

ﾎする割
〟C％

最貧国
全世界に

ﾎする割
〟C％

買入れ総額 41，320．8 25，245．0 61．1 2，353．0 5．7

リザーブトランシュ 9，544．3 2，304．1 24．1 124．9 1．3

通常資金 11，675．1 6，956．4 59．6 635．8 5．4

クレジットトランシュ SFF 2，617．4 2，617．4 ユ00．0 51．8 2．0

EAP 305．5 305．5 100．0 53．1 17．4

徽顧｛ 難灘 6，740．4

@12．0

6，146．2

@12．0

91．2

P00．0

664．1

P2．0

　9．9

P00．0

緩衝在庫
り

103．9 72．9 70．2 0．0 0．0

オイルファシリティ 6，902．5 3，410．9 49．4 279．4 4．0

通常資金 ！，992．1

1
9
9
2
．
1
， 100．0 280．0 14．1

拡大融資 SFF 947．5 947．5 100．0 255．0 26．9

EAP 480．6 480．6 100．0 0．0 0．0

・ラ・…ンド｛盤μ 21991．5

P，003．4

2，991．5

@827．6

100．0

W2．5

568．7

W4．0

19．0

W．4

備考 IMF割当額
1981年末 60，674．0 16，601．9 27．4 1，277．3 2．1

第8次増資後 90，034．8 1，662．0 1．9

回目，IMF，　internαtional　FinanciaJ　S　tatistics，　Supplement　on　Fund　Accounts，1982，

　pp．10～11より算出．

（EF），補完的融資（SFF）において，最貧国の制度利用状況は高く，また

低所得国向けのトラストファンドも期待を裏切っていないことが窺われる。

　率直にいって，IMFは当初は貧しい国のものではなかった。国際通貨の安

定は経済合理性を追求するものであるから，最貧国だけに特別待遇を認める

ことが出来ないと言ってしまえばそれまでであるが，開発途上諸国の批判

を前にIMFの姿勢も柔軟になってきているように思われる。しかし，特別

融資制度の設立過程にみられるように，IMFの改革は計画性がなく場当り的

である。それでは貧しい国の真の救済は実現できないのではないか。

　　3．世界銀行グループ

　IMFと並行して設立された国際復興開発銀行（IBRD）は，はじめはヨー
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ロッパの復興にその力点をおいていたが，50年代に入りマーシャルプランに

よってヨーロッパの復興が軌道にのると，活動の主力を途上国の開発に注ぐ

ようになったQ

　設立当初100億ドルの授権i資本で出発したIBRDは，59年（10億ドル），63

年（10億ドル），65年（20億ドル），70年（30億ドル）と増資を重ね，巨大な

国際開発銀行に成長していくが，こうしたIBRDの急速な業務拡大にはひと

つの大きな秘密があった。それはIBRDの授権資本に占める加盟国の払い込

み資本（自己資本）の比率が極端に低く（設立当初で20％，59年増資ではゼ

ロ，その後は10％），他は請求払い資本という名目で，IBRDの要請があり次

第加盟国が払い込むということにして，実際には払い込まれず，しかもIBR

Dがこの請求払い資本を担保として，国際資本市場から借入れを行ない，

IBRDの自己資本と合せて開発途上国への融資にあてていたということであ
　（22）

る。

　IBRDの融資資金の8割以上が民間市場からの借入れに依存していたこと

から，IBRDの融資条件が厳しかったのはやむを得ない。　IBRDは融資適格

性の判定において，（1）収益性のある特定プロジェクトを対象とし，（2）

外貨コスト分の融資に限定し，v一カルコスト分は融資せず，（3）借入れ国

政府の保証を要求するなど，厳格な条件を堅持する一方，貸出金利は，1951

年の4．0％，61年の5．5％，70年の7．25％と比較的高い水準を維持し，しかも

次第に上昇してきた。融資期間も，最近の状況では，融資実行期間が6～7

年であるのに対して，返済は据置4年，償還期問17年目いわれ，しかも原則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
として融資通貨による返済が義務づけられている。こうした条件では，貧し

い開発途上国は容易にIBRDから融資を受けられない。実際；IBRD開設の

（22）IBRDとIDAの歴史は，加舎章編著〔14〕が適切な紹介をしており，ここでのIBRD

　の増資，融資条件などについても，同書，182ページの記述に負っている。

（23）ロットパーク「世界銀行：財務の一考察」，世界銀行，1981。
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1947年から現在まで，IBRDの融資に占める低所得国のシェアは僅かである。

　IBRDの融資が貧しい開発途上国のニーズに沿わないものであったために，

50年代の後半には，ソフトローンの開発融資が話題になり，1960年に工BRD

の姉妹機関として「国際開発協会（lnternational　Development　Associa－

tion，　IDA）」が，資本金IO億ドルで業務を開始する。このIDAが，現在の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24
ブレトンウッズ機構のなかで最大の最貧国援助機関である。

　IDAの場合には，民間市場からの借入れはなく，資金はすべて加盟国の出

資金と拠出金，お』よびIBRDからの振替によって調達される。　IDAは！965年

（7。5億ドル），69年（12億ドル），72年（24億ドル），75年（45億ドル），78年

（75億ドル），81年（120億ドル）と，約3年に一度ずつ6次にわたる増資を

おこない，その結果，現在では各国の拠出金は合計300億ドルに達している。主

要な拠出国は米（92億ドル），日，西独（いずれも33億ドル），英（32億ドル）

などの先進諸国であるが，韓国，コロンビアなど，以前にIDA資金の借入れ

国であった開発途上国が，経済発展とともに借入れ国から「卒業」し，拠出

国に転換しているのが興味深い。この拠出金と，IBRD資金からの振替，及

びIDA自身の所得を加えたIDAの融資承諾可能な資金は，1982年6月現在

で合計255億ドルにのぼる。

　IDAの融資条件は，期間50年（10年据置の後，次の10年は毎年元本の10％

ずつ返済，残りの30年は毎年元本の3％ずつ返済），金利はゼロ（ただし管理

費用として，0．75％の手数料を請求），返済通貨も「当初融資された通貨と同

価値の交換可能通貨またはIDAが認めるその他の通貨」（第4条1項）とな

っていて，融資通貨に限定していない。これをみても，IDAの融資が，民間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
資本やIBRDの融資と比較して，柔軟であることが窺える。

（24）IDAについては，加舎章〔14〕のほかに，最近World　Bank〔10〕が公表された。

（25）IBRDとIDAの協定文は，小田・石本編〔15〕に収録されている。
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第6表　IDAとIBRDの融資承諾額，分野別融資状況（1961～82年〉

合計融資承諾額 IDA／IBRD 混合融資

IDA IBRDのみ IDA IBRD

農業・農村開発 37 22 39 14

基礎的インフ．ラ部門 30 42 31 47

エネルギー 13

運輸 ユ3

電信電話 4

工業 8 20 7 30

その他のインフラ部門 6

上下水道 4

都市化 2 12 ユ0 5

人的資源開発 7

教育 6

人口・保健・栄養 1

ノンプロジェクト融資 ユ2 4 13 4

合　　　　　　　　　　計 100 100 100 100

出典，世界銀行『IDA歴史と回顧』，31，39ページ．

　IDAの融資対象も，原則としてIBRDと同様，特定のプロジェクトである

が，IBRDの場合にははっきり「生産施設及び生産資源の開発を含む生産的

目的のため」（第1条i）と規定してあるのに対して，IDAの場合には「関係

地域の必要に照らして開発上の優先度が高いと協会が認める目的のため」（第

1条）としており，より柔軟な姿勢を示している。実際，第6表によって

IBRDとIDAの融資対象を分野別に比較してみると，　IBRDの融資が基礎

的インフラストラクチャーや工業部門を重点とするのに対して，IDAの融資

は農業・農村開発，人的開発（教育），およびプログラム援助，技術援助など，

長期間を要し，収益性のあげにくいものを重視してきたことが明らかである。

また一国がIBRDとIDAの双：方から融資を受ける場合には，　IBRDの融資

を基礎的インフラストラクチャーや工業部門にあて，IDAの融資を農業・農

村開発やノンプロジェクトなどに当てるという振分けがみられる。
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第7表　IDAとIBRDの融資承諾額，借入
　　国一人当り所得別融資承諾額

1980年一人当り所得 IDA IBRDのみ

410ドル以下 81 8

4ユ1～730ドル 17 24

731～1275ドル 1 17

1276～2200ドル 1 36

2200ドル超過 0 15

合　　　　計 100 100

出典，第6表に同じ，31ページ．

決定する基準として，

　1．

　2．

　　こと

　3．

　IDAとIBRDの相違は融資対

象国の違いとしても現われている。

第7表にあるとおり，IBRDの場

合には厳しい融資条件に耐えうる

中所得国が中心であるのに対して，

IDAの場合には1980年の一人当り

所得が410ドル以下の低所得国36

ヵ国が8割以上を占めている。こ

れはIDAが資金供与の適格性を

IDAの融資は最貧国向けに行なうこと

民間資金やIBRDの融資が不可能な，信用度の低い国に融資を行なう

　　　資金の有効利用能力，融資に適するプロジェクトの有無を含め，借入

　　れ国の経済的パーブォーマンスがよいこと
　　　　　　　　　　　　　　（26）
の3点を挙げていることによる。ちなみにこの36ヵ国は国連で認定された最

貧国36ヵ国のうちの28ヵ国と，マダガスカル，ザイール，ベトナム，ビルマ，

パキスタン，中国，』スリランカ，インドの8ヵ国であり，一方国連認定の36

ヵ国のうち，ジブチ，南北両イエメン，レソトの4ヵ国は411ドル以上に算：定

され，残るボツワナ，ブータン，カーボベルデ，サントメプリンシペの4ヵ

国はIDAの融資対象国から除外されている（ただしボツワナはIDAの以前
　　　　　（27）
の借入れ国）。

　第8表は，IDAが1961年の事業開始以来，ボツワナを含む国連認定の最貧

国33ヵ国にどれほどの融資を与えてきたかを，60年代と70年代にわけて計算

（26＞World　Bank〔10〕，邦訳23～24ページ。

（27）同上書，邦訳30ページ。
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第8表　IDAの融資対象国

IDA融資承諾額 入　　　口 一人当り融資

　1961～70
S万ドル（％）

　1971～82
S万ドル（％）

1980，百万人
実　行　額

P980，ドル

総　　額 2，823（100） 23，916（100）

うち最貧国33ヵ国 272（9，6） 7β64（30．8＞ 273．8 1．8

備考5大借入国

インド 1，271（45．0） 9，195（38．4） 673．2 0．8

バングラデシュ 一（一） 2，179（9．1＞ 88．5 1．7

パキスタン 490（17．4） 1，128（4．7＞ 82．2 0．9

エジプト 26（1．1） 955（4．0） 39．8 0．9

インドネシア 132（4．7） 800（3．3） 146．6 0．2

注　1，最貧国33ヵ国は，第2表の36ヵ国からブータン，カーボベルデ，サントメプリンシペを

　　除いたもの．

出典，第6表に同じ，付表5，6より算出．

してみたものである。融資承認額でみると，60年代には総額28億ドルの9．6％，

2．7億ドルが最貧国に配分されていたが，70年代には239億ドルの30．8％，73．6

億ドルが配分されており，最貧国の比重が上昇している・実は，IDAの融資を

各国別にみた場合にはインド，パキスタン，インドネシアなど大人口国の絶

対額が多いために，しばしばIDAの融資は一部の国に偏っているという批判

が聞かれることがある。たしかにこの表の備考欄にあるとおり，一国として

はインド，バングラデシュ，パキスタン，エジプト，インドネシアの5ヵ国

が最大借入れ国であり，その総計は全体の60％にのぼる（ただしバングラデ

シュは最貧国）。しかしこれを受入れ国の人ロー人当りに換算してみると，右

回にあるとおり，最貧国が1．83ドルであるのに対して，インドは0．8ドル，パ

キスタンは0．9ドルであり，むしろ最貧国の方がより多い融資を受けているこ

とがわかる。

　IDAはその回顧録『IDA　歴史と回顧』にもあるとおり，最初はIBRD

同様インフラストラクチャーに重点をおいた開発援助を推進したり，南アジ

アの実績をサハラ以南のアフリカ諸国にそのまま持ちこむなどして，苦い失
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　　　　　　　　〈28｝
敗を経験している。しかし最近では最貧国の農村開発にも十分眼をむけ，地

域に即した開発援助を展開している。先進諸国の拠出金を主な資金源にして，

国際的な視野からソフトな融資を実現しているなど，IDAはブレトンウッズ

機構の中でほとんど唯一の最貧国むけ機関になっている。

あとがき

　現代の支配的な国際機構であるブレトンウッズ機構は，これまで最貧国に

対して十分な配慮を講じてこなかった。この機構が，本来先進国中心に構築

されたことに加えて，その後の改正においても経済格差を無視した議論が支配

的であったためである。ブレトンウッズ機構の中で最貧国に特別重点をおいて

活動している唯一の機関はIDAであるが，これは開発援助機関であって，最

貧国が本来めざすべき経済自立化のためには，いわば消極的な役割を果たす

ものである。最貧国が真に経済的自立を実現するためには，貿易や国際収支

がバランスしなければならないが，GATTやIMFは，未だ十分に最貧国の

要望を実現していない。開発援助は勿論必要であり，それなくしては現在の

最貧国の経済は成り立たないが，真に望ましい国際経済とは最貧国を先進国

と対等の地位にっけるよう，貿易，国際通貨の面で便宜を図るものであろう。

GATTとIMFが最貧国の経済自立を保障するように改革されなければなら

ない。

　しかし，東京ラウンドはケネディラウンドよりは一歩前進であったし，最

近のIMF特別融資制度が最貧国のニーズを考慮していることも疑いない。

この方向が一層促進されることを期待したい。

（28）同上書，邦訳84～88ページ。
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